
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公益社団法人 岡山県看護協会 

特定行為に係る看護師の研修制度（特定行為研修）は、指定研修機関において当該特定行為区分に係る特

定行為研修を受講した看護師が、手順書により診療補助業務である「特定行為」を行うことができる制度です。実施

にあたっては、「実践的な理解力、思考力および判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能」が必要とされます。

2025 年問題への対策を目指してスタートしたこの制度も創設から 10 年目を迎え、評価・見直しの検討が進められて

います。 

現在は 2040 年問題への早急な対応が求められており、高齢化率の上昇、人口減少により医療・介護を担う人材

の不足や地域格差が広がる中、地域包括ケアシステムの推進に向けて地域で活躍する特定行為研修修了者への役

割期待がますます高まっています。さらに新興感染症等の感染拡大時の迅速で的確な対応、医師の働き方改革に伴

うタスク・シフト／シェアの推進に資することが求められます。そして、何よりも第一線で人々のヘルスケアニーズを的確に捉

え、質の高い医療・看護を効果的・効率的に提供することができることが最大の役割期待であると考えます。 

全国の特定行為研修修了者数は、2025 年 9 月現在 13,887 名と年々増加しています。しかし、修了者の就業

場所をみると病院が多くを占め、訪問看護ステーション、介護施設等での就業者は 1 割程度となっており、地域で活躍

する修了者数が充足しているとは言えません。看護師数が少ない施設からの受講がしにくい、受講を希望する看護師に

対する支援体制が整備されていない等の課題があります。また、特定行為研修を修了しても、制度が認知されていな

い、組織的な支援体制が整備されていない、フォローアップが十分得られない等により、学んだことを活用できない、安心

して活動できない修了者もいます。安全に活動するためのシステム整備や研修受講前から修了後を通しての支援体制

の構築が課題となっています。 

 岡山県看護協会では 2023 年度より岡山県内の特定行為研修修了者の活動について実践事例集としてまとめ始

めました。今回、「実践事例集 Ver.3」を作成しましたので、皆様、手に取ってご覧ください。皆様のご理解とご協力が特

定行為研修制度の普及と導入の推進につながることを願っています。 

 



 

 

修了した特定行為区分 

「腹腔ドレーン管理関連」 「ろう孔管理関連」 「創傷管理

関連」 「創部ドレーン管理関連」 「栄養及び水分管理に

係る薬剤投与関連」 
 

受講のきっかけ 

10 数年訪問看護に関わり、胃ろう・膀胱ろうの交換が必

要な利用者の方の看護を多く経験しました。病院での待ち

時間は長く、ほとんど１日かかっての受診で、利用者・家族

の疲弊した様子、また介護タクシーを利用するため金銭的

にも負担が大きいようでした。特定行為研修制度を知り、

少しでも自分自身が利用者や家族の役に立てるのではない

かと考えたのが受講のきっかけです。そして、子供もちょうど大

学受験であり、一緒に１年間頑張ろうと一念発起しました。 
 

修了後の活動と今後の展望について 

特定行為研修では、訪問業務と並行しての e ラーニング

や集合研修があり、久しぶりの本格的な勉強でとても大変

でした。しかし、他の訪問看護ステーションや病院の看護師

と知り合い、研修受講を通じて連帯感が生まれ、同時に情

報共有の場ともなり楽しくもありました。 

修了後現場に戻り感じたことは、病院での特定行為看

護師は増えてきている一方、訪問看護での特定行為につい

てはまだまだ周知されていないことでした。そのため、まずは近

隣病院・クリニック、ケアマネージャーに情報提供を行いまし

た。併せて、近隣病院の褥瘡回診に同行させていただき、

褥瘡の血流のない壊死組織の除去を実際に行わせていた

だき、トレーニングを継続して行い、形成外科の医師からレク

チャーを受けています。 

 今までに特定行為は１例しか行っていませんが、「褥瘡ま

たは慢性創傷における血流のない壊死組織の除去」を行わ 

せていただき、壊死組織をタイムリーに除去し、医師に外用 

薬の変更を相談することで褥瘡が縮小し、治癒していく経 

 

 

 

 

過を経験することができました。また、訪問看護ステーション

内では創傷についての研修を行い、同僚に情報提供を行っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が一番特定行為研修の成果を感じられたのは、訪問

看護の場でフィジカルアセスメントや臨床推論で学んだことを

実践発揮できているということです。研修前とは知識量が上

がり、アセスメントに説得力が増したように感じます。 

訪問看護での特定行為看護師は少なく、地域に周知も

されていないため依頼件数が少ないのが現状です。普及推

進に努め、特定行為の依頼があることを目標に今後も活動

していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創傷処置の実施 

住み慣れた場所での生活を支援するために 

倉敷訪問看護サービスセンター  田中真由美さん 
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修了した特定区分 

「栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射

用カテーテル管理）関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤

投与関連」 
  

受講の動機 

末梢留置型中心静脈カテーテル（PICC）を含めた中

心静脈カテーテルの挿入を担当していた医師が退職したこと

をきっかけに、患者さんの為に何ができるか考え、特定行為

が選択肢の一つになると思い決意しました。 
 

特定行為研修修了後の手応えと現実 

自施設で最初の修了者だったので、委員会を立ち上げ、

医師の理解や協力を得ることから始めました。前述の通り常

勤医に PICC 挿入を行う医師がいなかったので、指導は非

常勤の医師に依頼していただきました。 

侵襲度の高い行為のため、指導医のいる日に限定して

実践を開始しました。しかし、病院の特性から高齢で末梢

ルートの確保が難しいという患者ばかりで、PICC 挿入手技

の難易度が高い上に、初年度は症例数が少なく毎回初め

てのような気持ちで処置を行っていました。研修で使用した

ような立派なシミュレーターはありませんが、こんにゃくとゴム管

で手製の練習台を作ってエコーで確認しながら穿刺をする

練習で感覚をつかみ、末梢ルートの確保にスッテプアップし

備えました。2 年目は 19 例と増加し一通りできるようになり

ましたが、如何せん「やれる！」という手応えには遠く不安が

先に立つ日々でした。3 年目を迎えようやく通算 30 症例を

超え、自分のイメージに近い手技ができるようになってきまし

た。手技もそうですが、PICC の処置をする体制も整ってきま

した。当初は孤独な気持ちになることもありましたが、放射

線技師や介助する看護師の協力のおかげでスムーズな処

置が実現しています。医師からも、PICC 挿入がタスクシフト

されて助かっていると一定の評価を頂き、ようやく手応えを感

じ始めたところです。 

4 月から、病棟看護に加え訪問看護を実施するようにな 

 

 

 

 

りました。一人で訪問し、観察やケアを実施します。研修

で学んだフィジカルアセスメントや様々な視点から情報を収

集し臨床推論のプロセスを実践することで、真の健康問題

や今すぐ介入すべき緊急事態を迅速かつ正確に特定できる

ことを目標に日々研鑽しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから 

令和 8 年度には、院内に修了者が 3 名になる予定です。

実践しているフィジカルアセスメントや臨床推論の思考プロセ

スを組織全体に波及できるように活動を拡大したいと考えて

います。患者にとっては的確な観察と、タイムリーな介入を受

けられる機会が増える好循環を作り出したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICC の挿入 

特定行為研修を終了して 3 年目、手応えと現実とこれから 

井原市立井原市民病院  関亜弥さん 
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ポスター掲示 

患者さんへ特定行

為実践看護師の存

在を周知し、ご理解

とご協力をお願いし

ています   

特定行為実践看

護師は専用のバッチ

をつけて活動してい

ます    



 

 

 

修了した特定区分 

「外科術後病棟管理領域パッケージ」 
 

受講動機 

私は集中治療室で､急変など多岐にわたる超急性期の

患者への看護を経験した後､一般病棟へ配属となりました｡

一般病棟では､集中治療室では学べなかった新しい知識が

得られ､看護に一層やりがいを感じていました｡しかし､手術

などで医師が不在の場合､指示が後からになり患者を待た

せたり､患者の病状や変化に対して､タイムリーに対応できな

いことがあり､葛藤を抱くことが多くなっていました｡ 

そのような中で､昨今の働き方改革､タスクシフト/シェアの

進展により､看護師の役割拡大や実践できる業務が増えて

いる現状や､特定行為看護師の活動について知る機会が

ありました。患者の入院生活の中で一番多くの時間を一緒

に過ごす看護師が､看護ケアに加えて医師からの手順書に

従い特定行為の実施判断や実施ができることは､治療と生

活の両面から支援でき､看護の幅が広がると考えました｡同

時に､これまで以上に病態の理解やアセスメント力を養い､

看護実践能力を高める必要性も感じました｡そして､患者に

適時に適切なケアを提供し､早期に回復過程に繋げるため

に､研修で学びたいと思いました｡ 
 

修了後の活動と今後の展望 

特定行為研修を修了し､特定行為看護師として活動を

始めて 2 年目となります｡一般病棟で初めての研修修了者

であったため､医師や看護師長､メンターらの協力を得ながら､

消化管外科病棟での特定行為実践のニーズ調査や医療

従事者への周知方法などを検討し､活動を開始しました｡

病棟のニーズを踏まえ､腹腔ドレーンの抜去､創部ドレーンの

抜去､胸腔ドレーンの抜去､中心静脈カテーテルの抜去､直

接動脈穿刺法による採血､硬膜外カテーテルによる鎮痛剤 

の投与及び投与量の調整に限定して､特定行為を行ってい 

ます｡また､特定行為看護師の複数名配置や､平日を特定 

 

 

 

行為看護師の活動日として勤務調整するなど､安定した特

定行為実践に向けた体制整備も進んでいます｡認知度向

上に伴い､特定行為実践内容は拡大し､実践数は増加し

ています｡件数を重ねることで､様々なパターンを経験でき､

技術の安定にも繋がっています｡ 

また､多疾患を併存した過大侵襲術後の患者や人工呼

吸器装着中の患者など､病棟の看護は複雑化しています｡

そのため､昼のカンファレンス時に､看護師同士で｢思考発

話｣を実践しています｡これは､患者情報の共有だけでなく､

顕在的な問題や起こり得るリスクについて双方向で考えを

言語化しながら話し合う場です｡特定行為看護師としての

臨床推論やフィジカルアセスメントを言語化することで､病棟

看護師が､患者の病態変化や疾患を理解し､的確な看護

を実践できるようになりつつあります｡ 
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看護の質向上を目指した特定行為看護師としての実践と役割発揮 

岡山大学病院  花房寛恵さん 

  

    

特定行為看護師はピンクのユニホームを着て活動    

特定行為看護師が活躍することで、安心・安全な

看護を提供できています    

看護師長より 



当院の役割 

当院は、病床数 400 床の二次救急を担う急性期病院 

です。 

特定行為研修の開始 

2021 年に特定行為研修指定研修機関の指定を受け、

救急領域パッケージをはじめ、人工呼吸関連や動脈血液ガ

ス分析関連など 5 区分 10 行為の研修を実施しています。 
 

活動支援体制 

当院では、研修修了者を「特定行為実践看護師」と呼

称しています。2019 年に初の修了者が誕生して以降、

2025 年 10 月現在で 19 名が在籍しています。 

2023 年度からは、共通科目「臨床推論」を院内ラダー

研修に組み込み、特定行為研修受講の促進を図っていま

す。研修修了後は、卒後トレーニング終了者に特定行為

実践看護師のバッジ授与式を行い、特定行為実践看護

師としての活動を開始してもらいます。これらは、看護部キャ

リア開発支援部門が企画・運営を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定行為推進委員会は、副看護部長 1 名、特定行為

実践看護師が在籍する部署の看護師長 3 名、特定行為

実践看護師の代表 1 名、特定行為実践チームのリーダー

医師・看護師長、特定行為研修センター医師、医療安全 

管理者、事務職員で構成され、看護部長がオブザーバーと 

して参加しています。月 1 回の定例会議で活動報告や研 

 

修状況を共有し、支援策を検討しています。 

特定行為実践チームは、医師と看護師が協働し、育成

と支援を行う体制です。リーダー医師と看護師長のもと、脳

外科・麻酔科・救急科・皮膚科の医師 4 名と特定行為実

践看護師 13 名が所属し、副看護部長がオブザーバーとし

て参加しています。卒後トレーニングでは、医師が技術指導

を、看護師が態度や立ち振る舞いを中心にメンタリングを行

う体制を整えています。また、医師によるフォローアップ研修を

開催し、技術支援や知識の更新を図っています。さらに、医

局会や各科カンファレンスでの特定行為の意義や活用方法

の周知や、呼吸ケアチームとの協働など、実践の場の拡大

にも取り組んでいます。これらの活動を通じて、技術だけでな

く専門職としての姿勢や判断力を備えた看護師の育成を支

援し、特定行為の定着と安全な運用を推進しています。 

今後も、看護師の専門性を活かした特定行為の定着と

質の高い看護の提供に向けて、組織的な支援に努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

フォローアップ研修 
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特定行為実践看護師の活動支援体制 

岡山市立市民病院  看護部  梅田みちるさん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県内の認定看護師・特定行為研修修了者数とその分布 
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【真庭】 

認定看護師         2 人 

特定認定看護師       0 人 

特定行為研修修了者   0 人 【津山・英田】 

認定看護師        16 人 

特定認定看護師      1 人 

特定行為研修修了者   1 人 【高梁・新見】 

認定看護師         4 人 

特定認定看護師      0 人 

特定行為研修修了者   0 人 

【県南西部】 

認定看護師         71 人 

特定認定看護師      13 人 

特定行為研修修了者   38 人 

【県南東部】 

認定看護師        141 人 

特定認定看護師      31 人 

特定行為研修修了者   56 人 

【県内総数】 

認定看護師        238 人 ※2025.2.13 現在（所属非公開 4 人含む） 

特定認定看護師      45 人 ※2025.2.13 現在 

特定行為研修修了者   96 人 ※2025.2.13 現在（所属非公開 1 人含む） 

上の分布図は、岡山県内の特定行為研修修了者数を二次医療圏別に集計したものです。 

認定看護師（認定看護師教育 A 課程修了者）、特定認定看護師（2020 年より開始の特定行為研修を組み

込んだ認定看護師教育 B 課程修了者）数は、日本看護協会ホームページ「資格認定制度」「分野別都道府県別登

録者検索」より検索。特定行為研修修了者数は、日本看護協会「看護師の特定行為研修制度ポータルサイト」「特

定行為研修修了者情報検索」より情報を得たものです。 

岡山県は特定行為研修修了者が県南部に集中しており、これは特定行為研修指定研修機関が県南部に集中して

いることも影響していると考えられます。また、県北部は深刻な看護師不足が課題となっており、特定行為研修の受講希

望者自体が少ないこと、研修の受講を支援する環境が整っていないことも原因と考えられます。 

今後は、岡山県内で行われている認定看護師教育 B 課程（心不全看護、感染管理、摂食嚥下障害看護分

野）の修了者が増えることが期待できます。また、在宅・慢性期領域パッケージの研修を開始した指定研修機関もあり

ますので、地域のニーズに応えて活躍する在宅部門の修了者が増えることを期待したいです。 



 

 

 

 

※募集の詳細については各研修指定機関にお問い合わせください。 

※教育訓練給付制度については、厚生労働省ホームページを参照、または最寄りのハローワークにお尋ねください。 

指定研修機関名 

（指定年） 
研修領域等 

募集 

定員数 
備 考 

学校法人川崎学園 

 

（2017 年～） 

基本コース 

クリティカルコース 

創傷・ろう孔管理コース 

術中麻酔管理領域パッケージ 

在宅・慢性期領域パッケージ 

区分別科目オプション 6 区分 

認定看護師教育B課程（特定行為研修含む） 

 感染管理分野 

 心不全看護分野 

5 名 

8 名 

5 名 

5 名 

3 名 

若干名 

 

15 名程度 

15 名程度 

研修期間：５月中

旬～翌年 2 下旬 

 

専門教育訓練給付

制度利用可 

公益財団法人 大原記念倉敷

中央医療機構 

倉敷中央病院 

（2019 年～）  

救急領域パッケージ 

集中治療領域パッケージ 

区分別科目２コース 

 クリティカルケアコース（９区分含む） 

 血統コントロールコース（１区分） 

― 

― 

 

２名 

２名 

研修期間：９月～

翌年８月末 

対象者：岡山県南

西部の病院に勤務

する看護師  

国立大学法人岡山大学 

岡山大学病院 

（2020 年～）  

術中麻酔管理領域パッケージ 

外科術後病棟管理領域パッケージ 

区分別科目１コース 

急性期コース（４区分含む）  

5 名 

5 名 

 

5 名  

研修期間：４月～

翌年３月 

特定一般教育訓練

給付制度利用可 

地方独立行政法人岡山市立総合

医療センター 

岡山市立市民病院 

（2021 年～）  

救急領域パッケージ 

区分別科目４区分 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連   等  

― 

 

― 

― 

研修期間：５月～

翌年３月 

施設外からの応募不

可 

独立行政法人国立病院機構 

岡山医療センター 

（2022 年～）  

外科術後病棟管理領域パッケージ 

区分別科目 7 区分 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連   

動脈血液ガス分析関連           等  

2 名 

 

3 名 

 計 22 名 

研修期間： 

５月～翌年１月末 

公立大学法人 

新見公立大学 

（2024 年～） 

認定看護師教育B課程（特定行為研修含む） 

摂食嚥下障害看護分野 

区分別科目 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

4 名 
教育期間： 

4 月～翌年３月 

岡山県内の特定行為研修指定研修機関一覧 

岡山県内には 6 つの指定研修機関があります 

日本看護協会は、認定看護師教育課程を受講する方や特定行為研修を受講する認定看護師

の方へ奨学金の支援をしています。詳しくは日本看護協会のホームページでご確認ください。 

全国の指定研修機関数：462 施設（2025 年 3 月現在）
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